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○定時総会開催 ２ 広 報 部

�会長挨拶 ５ 会 長 相 沢 治 典

�法務局長祝辞 ６ 長崎地方法務局長 齊 藤 孝 一

�日調連会長祝辞 ８ 日調連会長 松 岡 直 武

○日調連 第67回 定時総会報告 11 副会長 針 本 久 則

○日調連九州ブロック協議会定時総会報告 12 副会長 池 田 悦 郎

○長調政連平成22年度定時大会報告 14 幹事長 西 田 圭 次

○平成22年度第１回研修会報告 15 研修部 坪 井 邦 幸

○平成22年度 第２回 理事会報告 17 事務局長 錦 戸 和 久

○各部からのお知らせ 21 研修部 坪 井 邦 幸

21 総務部 高 橋 修 治

21 広報部 平 澤 勝 昭

○土地家屋調査士会に入会して 22 諫早支部 前 田 明 俊

22 大村支部 秋 寄 喜多郎

23 長崎支部 宮 崎 豊

23 長崎支部 清 水 寛 之

24 長崎支部 岩 村 太 基

24 長崎支部 初 柴 穣

○高校生ものづくりコンテストの報告 25 佐世保支部 松 本 忠 寿

○会員異動 28 事務局 黒 田 繁 美

○会務報告 29 事務局長 錦 戸 和 久

○古代史第�弾 30 佐世保支部 神 尾 正 武

『饒速日 (ニギハヤヒ) 尊』

○編集後記 32 広報部 樋 口 賢 三



平成22年５月21日 (金) ロワジールホテ

ル長崎 ２階 ｢クリスタルハーモニーの間｣

において､ 長崎県土地家屋調査士会定時総

会が出席会員112名､ 委任状67名 (在籍会

員数206名) と来賓として長崎地方法務局

松山総務課長, 尾崎主席登記官､ 日本土地

家屋調査士会連合会 松岡会長､ 長崎県公

共嘱託登記土地家屋調査士協会 鍵山常任

理事､ 長崎県土地家屋調査士政治連盟 野

田副会長のご臨席を賜り総会の前に､ 出席

者全員による ｢土地家屋調査士倫理綱領｣

の唱和を行い開会されました｡

総会は相沢会長挨拶 (別紙記載) の後､

多年にわたり業務に精励された26名の会員

(名簿は後記に掲載) に表彰状が授与され､

受賞者を代表して､ 内野義之会員が謝辞を

述べられました｡

続いて､ 長崎地方法務局長の祝辞 (別紙

記載)､ 日本土地家屋調査士会連合会の祝

辞 (別紙掲載) と､ 新入会会員７名 (会員

移動欄に掲載) の紹介後､ 長崎支部の山崎

会員・佐世保支部の松本会員を議長団に､

議事録署名人に長崎支部の野田会員､ 嶋会

員・議事録作成人に長崎支部の清水会員､

宮崎会員を選出し平成21年度会務報告・事

業報告､ 理事会決議報告がなされ午前の部

を終了しました｡
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午後の部は議事の審議に入り第１号議案

収支決算報告承認､ 第２号議案 事業計画

案､ 第３号議案 収支予算案､ 第４号議案

その他で活発な質疑応答がなされ､ 原案通

り承認されました｡

大変長時間にわたった総会も､ 会員から

は野次がない､ 非常に淡々とした総会､ 調

査士として資質が向上した感じがした､ こ

ういう総会を今後も続けて欲しいとの要望

もあり､ 今後とも闊達な議論が出来る総会

でありたいという議長任了の挨拶で定時総

会が滞りなく終了しました｡

調査士制度60周年記念事業の一環として

の総会後の懇親会には､ 長崎県副知事 藤

井 健氏､ 自民党土地家屋調査士制度改革

推進議員連盟 北村誠吾氏､ 政治連盟特別

顧問 小林克敏県議､ 山田博司県議をはじ

め国会議員 (代理秘書出席)､ 友好関係団

体の方々と会員100余名の出席のもと､ 顧

問弁護士 塩飽志郎氏の乾杯により開宴と

なり､ 藤井副知事を囲み未登記物件のさら

なる解決を語り合いながらもにぎやかな懇

親の場も宴たけなわとなり最後に､ 長崎県

司法書士会副会長 林田和樹氏の万歳三唱

で懇親会は盛会裏のうちに終了しました｡

―�―

(未登記物件は長崎方式で解決をと副知事)

(長崎方式の立案者と特別顧問を囲んで)

(調査士会､ 政治連盟の力強い特別顧問)
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日本土地家屋調査士会連合会

顕彰規程第４条 (基準内規による基準得点８点以上)

中
なか

川
がわ

忠
ただ

則
のり

(島原支部)

日本土地家屋調査士会連合会

顕彰規程第８条 (感謝状受贈者)

坪
つぼ

井
い

邦
くに

幸
ゆき

(佐世保支部) 前
まえ

田
だ

利
とし

孝
たか

(長崎支部)

長崎法務局長表彰規程第12条第１項第４号 (業務従事年数30年以上)

近
こん

藤
どう

三
みつ

男
お

(島原支部) 内
うち

野
の

義
よし

之
ゆき

(佐世保支部)

鳥
とり

居
い

長
おさ

生
お

(島原支部)

日本土地家屋調査士会連合会 九州ブロック協議会 顕彰規程第４条５項 (業務従事40年以上)

藤
ふじ

井
い

嘉
よし

人
と

(長崎支部) 吉
よし

村
むら

正
まさ

道
みち

(大村支部)

日本土地家屋調査士会連合会 九州ブロック協議会 顕彰規程第４条３項 (役員歴通算10年以上)

大
おお

久
く

保
ぼ

昌
まさ

幸
ゆき

(長崎支部)

日本土地家屋調査士会連合会 九州ブロック協議会 (業務従事50年以上)

森
もり

三
さん

五
ご

郎
ろう

会員 (長崎支部) 小
こ

林
ばやし

有
たもつ

会員 (佐世保支部)

江
え

原
はら

一
かず

駿
とし

会員 (佐世保支部) 岡
おか

本
もと

保
たもつ

会員 (平戸支部)

肥
ひ

後
ご

厚
あつし

会員 (平戸支部)

長崎県土地家屋調査士会慶弔慰規程第３条１項 (業務従事20年以上)

後
ご

藤
とう

文
ふみ

宏
ひろ

(長崎支部) 針
はり

本
もと

久
ひさ

則
のり

(長崎支部)

三
み

浦
うら

栄
えい

一
いち

郎
ろう

(長崎支部) 平
ひら

澤
さわ

勝
かつ

昭
あき

(大村支部)

稲
いな

田
だ

誠
せい

治
じ

(佐世保支部) 金
かね

子
こ

敬
のり

幸
ゆき

(佐世保支部)

森
もり

川
かわ

光
みつ

雄
お

(佐世保支部) 山
やま

口
ぐち

弘
ひろ

幸
ゆき

(佐世保支部)

長崎県土地家屋調査士会慶弔慰規程第５条 感謝状 (本会役員退任 理事､ 監事)

杉
すぎ

山
やま

末
すえ

嗣
つぐ

(佐世保支部) 平
ひら

山
やま

育
いく

郎
ろう

(五島支部)

小
こ

島
じま

陽
はる

行
ゆき

(対馬支部) 大
おお

西
にし

律
りつ

生
お

(佐世保支部)

長崎県土地家屋調査士会慶弔慰規程第４条２項 (補助者として５年以上勤務)

松
まつ

元
もと

幸
さち

恵
え

(中尾駿祐事務所)



本日の総会のために会員の皆様には､ 県

内各地からご参集いただきまして有難うご

ざいます｡ 一言ご挨拶申し上げます｡

本日ここに､ 長崎県土地家屋調査士会平

成22年度定時総会の開催にあたり､ 長崎地

方法務局松山総務課長様､ 日本土地家屋調

査士会連合会松岡会長様をはじめ､ ご来賓

の方々には公務ご多忙の中､ ご臨席を賜り

まして誠に有り難うございます｡

日ごろより私ども長崎県土地家屋調査士

会並びに会員に対して､ ご指導・ご鞭撻を

賜り衷心より御礼申し上げます｡

また会員の皆様には常日頃から本会の会

務運営にたいし､ ご理解とご協力に厚く御

礼を申し上げます｡

さて､ 昨年平成21年度の本会の事業では､

なんと申しましても境界問題相談センター

ながさきを全国40番目に立ち上げ､ その運

営を開始いたしましたことにあります｡ お

かげさまで本日現在15件の相談があり､ 各

支部において対応していただいていること

に感謝を申し上げます｡

センター立ち上げに際しましては､ 長崎

県弁護士会､ 長崎地方法務局､ 日調連､ 九

州ブロック各県会､ そして前田センター長

を初めとする準備委員会の皆様には大変お

世話になりました｡ この場をお借りしまし

て厚く御礼を申し上げます｡ 有り難うござ

いました｡

振り返ってみますれば､ 制度改革の名の

下にオンラインによる登記申請制度､ 筆界

特定制度､ ＡＤＲ制度の大きな３本柱を実

行に移すことが､ ５年前に会長を拝命した

使命であるとお話を申し上げ､ 曲がりなり

にも実行できましたことは､ 一重に関係各

位のご協力､ ご支援の賜物であると､ 改め

まして感謝と御礼を申し上げます｡

最後になりましたが､ 本日表彰を受賞さ

れる皆様おめでとうございます｡ 受賞され

た皆様方が､ 今後ますますご活躍されます

ことをご期待申し上げますと共に､ 本日ご

出席の皆様方のご発展と､ ご健勝を祈念申

し上げ､ ご挨拶とさせていただきます｡

―�―
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本日ここに､ 長崎県土地家屋調査士会の

定時総会が盛大に開催されるにあたり､ 心

からお祝い申し上げます｡

会員の皆様方には､ 平素から登記事務を

はじめとする法務行政の円滑な運営につき

まして､ 格別のご理解とご協力を賜り､ こ

の場をお借りしまして厚く御礼を申し上げ

ます｡

また､ 先ほど多年にわたり土地家屋調査

士業務に精励され､ 土地家屋調査士制度の

発展と法務行政の円滑な運営に､ 多大な貢

献をされました方々の､ そのご功績に対し

表彰が行われたところでありますが､ 表彰

を受けられた方々の永年のご労苦とご努力

に対し､ 深く敬意を表しますと共に､ 心か

らお祝い申し上げます｡

さて､ 現在わが国は社会全体が大きな変

革期を迎え､ 更には昨年自民党から民主党

への政権交代により発足した新内閣は､ こ

れまでの仕組みを､ 政治主導・国民主導と

する新しい政治の転換を打ち出し､ 国のか

たちの変革に取り組む姿勢を示して､ あら

ゆる分野において制度改革・構造改革がこ

れまで以上に強力に推し進められています｡

法務局の業務・組織についてもその例外

ではなく､ 業務の見直しでは､ 登記の乙号

事務について包括的に民間に委託するとさ

れ､ 当長崎局においても本年４月から本局､

諫早支局､ 島原支局及び五島支局において

実施し､ 平成23年度にはすべての庁で実施

する予定となっています｡

当局においては､ 皆様方に大きなご迷惑

をおかけすることなく､ 民間委託がスター

トしたと考えていますが､ 来年度も実施さ

れますので､ これまでのノウハウを生かし､

さらに順調に乙号事務処理が行えるよう努

めますので､ 会員の皆様方にもご理解をい

ただきますようよろしくお願いをいたします｡

また､ 法務局では現在､ 様々な新しい取

り組みも行っているところであります｡ そ

の一つが､ オンライン申請の利用促進であ

ります｡ 登記事務については､ 登記簿のコ

ンピュータ化が平成20年３月に全国展開を

完了し､ 現在は地図のコンピュータ化を本

年度末までに完結すべく､ 地図情報システ

ムの導入を進めており､ 当長崎局におきま

しては､ 本局､ 島原支局､ 佐世保支局､ 諫

早支局と順に完了し､ 残りの登記所も平成

23年２月には導入が完了する予定となって

いるところであり､ これによりオンライン

申請の利便性が一層向上するものと思われ

ます｡

―�―
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オンライン申請の利用促進につきまして

は､ 手数料等へのインセンティブ措置や私

書箱方式の導入､ 国及び地方公共団体にお

ける認証基盤の電子証明に対応するシステ

ム改修など､ 利用促進に向けた環境整備が

相次いで行われ､ 甲号事件のオンライン申

請の件数は徐々に増加しているところです

が､ 当局の平成21年度の登記甲号事件にお

けるオンライン申請の利用率は､ 不動産に

ついては約14パーセント､ 商業・法人につ

いては約17パーセントで､ 不動産について

は全国平均を下回っており､ 目標とする利

用率には到達していない状況にあります｡

そこで､ さらに利便性の高いシステムと

すべく､ 平成23年２月の運用開始に向けシ

ステム改修を進めておりますので､ 皆様方

におかれましては今後ともオンライン申請

の普及・促進に特段のご理解とご協力をお

願いいたします｡

次に､ 筆界特定事務であります｡ 平成18

年１月に筆界特定制度の運用が開始されて

約４年余りになりますが､ 筆界特定申請件

数は年々増加の一途をたどっており､ 運用

開始から本年４月末までの間に､ 全国で約

１万千件弱の申請がされております｡ 当長

崎局における運用開始からの総受付件数も､

110申請211件にいたっており､ こうした件

数はこの制度に対する､ 国民の期待と信頼

の大きさを物語っているものであります｡

皆様方には､ 筆界調査委員又は登記申請

代理人として､ 既にご活躍をいただいてお

りますが､ 各土地家屋調査士会におきまし

ては､ 境界問題相談センター等のＡＤＲ機

関を設立するなど､ 土地境界に関する専門

性を活かした皆様方の活躍の場は益々広がっ

てきております｡ 法務局としましても､ 土

地家屋調査士会のこのような取り組みに大

いに期待しているところであります｡

また､ 皆様方が会員になっておられます､

公共嘱託土地家屋調査士会等のご協力によ

り､ 昨年度を除き平成17年度以降､ 登記所

備え付け地図作成作業を実施しています｡

平成15年６月26日に内閣府の都市再生本部

から示された､ 民活と各省連携による地籍

整備の推進､ いわゆる平成地籍整備以降､

地図作成については､ 登記行政の大きな課

題とされ､ 当局においても今後とも積極的

に取り組むこととしています｡

これらの事業の推進は､ 土地家屋調査士

に対する社会的要請がより一層高まる契機

となるものでもあり､ 紛争解決ためには､

皆様方の土地境界に関する専門法律職とし

ての豊富な知識と高度な技術の提供が不可

欠であります｡

皆様方には今後とも時代の要請に即応し

た､ 適正な業務処理と国民の権利保護に十

分に寄与されることを深くお願いいたしま

すともに､ 引き続き法務局に対する更なる

ご支援・ご協力を併せてお願いする次第で

あります｡

終わりに､ 長崎県土地家屋調査士会のま

すますのご発展と､ 会員の皆様のご健勝を

心から祈念申し上げまして､ 私の祝辞とさ

せていただきます｡

―�―



長崎県土地家屋調査士会の平成22年度定

時総会が､ 本当に五月晴れのこの良き日に､

長崎地方法務局松山総務課長､ また尾崎主

席登記官初めご来賓をお迎えして盛大に開

催されておりますこと､ 誠におめでとうご

ざいます｡

心からお祝いを申し上げます｡

日頃は相沢会長を初め､ 長崎県土地家屋

調査士会の皆様方には､ 大変なご尽力をい

ただいておりますこと､ 厚く御礼申し上げ

ます｡ おかげさまで､ 連合会の会務も大変

色んな日々課題､ あるいは困難な出来事等

が噴出しておりますが､ しかし皆様のご尽

力､ ご支援､ ご理解の下順調に推移してお

りますことを､ 先ずご報告させていただき

ます｡

さて､ 今年はご承知のように土地家屋調

査士制度が誕生して60年になる節目の年で

ございます｡ 人間で言えば60年は還暦でご

ざいますが､ この制度におきましては新た

な出発点の年でもあるかというふうに考え

ております｡

また､ それから10年を経て新しく創設さ

れました表示登記制度も今年で50年になる

訳でございます｡

この50年､ 60年の間に大変なご尽力､ 先

輩諸兄のご尽力のもと今日まで参りました｡

先ほど50年以上土地家屋調査士業務に精励

されたということで､ 森先生また小林先生

初め５名の方々が表彰され､ また40年以上

業務に精励された先生方お二人も表彰され

たところでございます｡

こういった先輩達の大変なご努力の中で､

土地家屋調査士制度は今日まで来たわけで

ございますが､ 当長崎会からも連合会の会

務に於きましても､ 長郷先生あるいは杉山

先生初め多くの皆さん方がご尽力を賜りま

した｡

今日私共が新しい業務分野として紛争解

決の分野にも進出といいますか､ その専門

性が活用されるに至りましたが､ ここに至

りますまでには諸先輩のご尽力､ 役員の皆

様方のご努力等が大変であったろうという

ふうに推察する訳でございます｡
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思い返しますと､ 土地家屋調査士制度の

40周年記念式典で､ 当時の東京地方裁判所

の判事であり､ 元法務省民事局第３課長で

いらっしゃった青山正明先輩が土地家屋調

査士と登記官の境界に関する専門的な知見

を活用して､ 何とか境界紛争解決する制度

を構築できないだろうかと､ こういった提

言をいただきました｡

また､ 10年前の50周年にあたりましては､

伊能ウォークという大きな事業をやってい

ただきまして､ 測量・調査・登記の重要性

を社会に訴えていただきましたし､ ちょう

どその頃から始まった司法制度改革の中で､

ＡＤＲの議論に積極的に参画し､ 今日では

ＡＤにおける代理権等々を獲得するに至っ

た訳でございます｡

このようなことを考えてみますと､ 60周

年を迎えた今年は､ また気持ちも新たにし

て我々仲間のために､ そして後輩のために

何よりも国民市民の皆様方のために､ その

安心生活また利便性を高めるために一層の

努力を誓う､ そういう年にしなければいけ

ないというふうに考えております｡

連合会の会務につきまして､ 少しお話を

させていただきますと､ ご承知のような経

済情勢でございます｡ 私共は一昨年来､ 土

地家屋調査士制度の確立､ 充実､ 発展､ こ

れは当然のことでございますが､ その中で

も業務領域の拡大あるいは事務所の経営基

盤の確立､ こういったことに大変意を用い

ているところでございますが､ 先ほど法務

局長のご挨拶の中にもございましたが､ 法

14条､ 地図作成作業につきましてはこのマ

イナスシーリングの中で､ 予算も着実に付け

ていただき､ その範囲は拡大しつつあります｡

また､ ３月末に法律が制定され､ 改正法

が制定されました｡ 国土調査法におきまし

ては､ 新たな取り組みとして市区町村､ 受

託した市区町村､ 実施する市区町村が包括

的にその業務を､ 地籍調査の業務を民間に

委託することができる｡ こういった枠組に

していただきました｡

この議論に至りますまでには､ 連合会も

国土審議会の委員会に委員として土地家屋

調査士を派遣する等､ この議論に積極的に

参画してきた訳でございますが､ ３月の衆

議院あるいは参議院の法務委員会に於きま

しても､ 質問者である国会議員の先生方か

らも､ また前原国交大臣を初め政府の方か

らも､ この地籍調査事業に土地家屋調査士

の専門性をもっともっと活用すべきである

と､ こういったことが何度も何度も繰り返

し質問され答弁されました｡

この模様につきましては､ ライブでお聞

きいただいた方がいらっしゃるかも分かり

ませんが､ そういった形で業務の拡大ある
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いは定着を図っております｡ また､ 一方で

は測量協会と土地家屋調査士会はこれまで

必ずしも円滑な関係であったとはいえない

面もありましたが､ 一昨年末に全国測量協

会連合会と日調連との間で､ 基本的な合意

書を締結させていただきまして､ これから

は測量等々に関連する､ それらに携わる者

として､ そのそれぞれの重要なポジション

を占める一角としてお互いに連携し､ 協調

して更に社会に役立つような､ そういった

両制度であり続けなければいけないという

ことで､ 基本合意書を締結させていただい

たところでございます｡

様々な形でそういった取り組みをしてお

りますし､ また一方では公共嘱託登記関係

業務の拡大というのはとっても重要なるこ

とでございます｡ 民需が最近では大変落ち

込んでございますが､ そういった中で官公

署から発注される業務というのはとっても

重要なものでございますが､ これまで公嘱

協会も20数年の歴史を経ている訳ですが､

必ずしも十分にＰＲが行き届いていなかっ

たということも痛感しておりますが､ 中央

省庁､ 総務省､ 財務省, 国交省等々に発注

等におきましては､ 正しい形で仕様書を作

成していただきたい｡

或いは､ 業務区分を明確にしていただき

たい､ こういったお願いをして参りました

が､ それ等の成果も徐々に実りつつあると

ころございます｡

まあ､ そういった形で業務基盤の確立を

目指す一方､ 先ほどもお話がございました

が､ ＡＤＲの充実､ また筆界特定制度とＡ

ＤＲとの積極的な連携による､ 更なる市民

社会の安心､ 安全また利便性の向上に貢献

しようと､ こういった取り組みも進めてい

るところでございます｡

今日は１時過ぎからでしたか､ 地方地域

主権に関するヒアリング会というのが中央

で催されますが､ 法務局､ 地方法務局も国

の出先機関としてその位置づけられて､ ヒ

アリングの対象となっているようにお聞き

しております｡

土地家屋調査士制度もこれからもまだま

だ重要な課題が山積してございます｡ 皆様

方と力を合わせてより良い制度に､ より安

定した制度に達成すべく､ 連合会はこれか

らも頑張って行きたいというふうに考えて

おりますが､ 連合会だけでこれが成しうる

ものではございません｡

日調連､ ブロック協議会､ 単位会､ 支部､

役員､ 会員､ それぞれがそれぞれの役割を

分担しながらより良い制度に向かって努力

をしよう｡ そんなことを誓い合う60周年に

したいというように考えております｡

様々な記念行事も用意してございますが､

どうぞ皆様のご理解､ ご支援を賜りまして

本年１年が､ より有意義な年となりますよ

うに心からお願い申し上げ､ 長崎県土地家

屋調査士会の益々のご健勝､ 会員の皆様方

のご活躍等々を心から願いあげまして､ 粗

辞ではございますが､ 日調連会長としての

挨拶に代えさせていただきます｡ 今日はお

めでとうございます｡
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平成22年６月23日 (水) 午後１時から東
京ドームホテルにおいて日調連第67回定時
総会を開催された｡

１日目は土地家屋調査士倫理綱領の唱和
と調査士の歌の斉唱の後､ 大星副会長から
開会の辞があり､ 松岡会長の挨拶の後､ 議
長の選出に入った｡
議長として､ 岐阜会の林会長と福島会の
柴山会長が選出された｡ 会務報告が執行部
よりあり､ 議事に入った｡

議 事

第１号議案
(イ) 平成21年度一般会計収入支出決算

報告承認の件
(ロ) 平成22年度特別会計収入支出決算

報告承認の件
財務部長から説明がなされ､ 原
案通り承認された｡

第２号議案
日本土地家屋調査士会連合会会則の一
部改正 (案) 及び土地家屋調査士倫理
規程の制定審議の件
総務部長から説明がなされたが､ 会
則及び倫理規程の字句の内容について､
会場から修正の案が出され､ 理事会に
諮って提案し直すことで一時中断し､
翌日会則及び倫理規程の字句を修正し
て可決された｡
第３号議案
制度基盤整備特別会計の廃止及び日本

土地家屋調査士会連合会特別会計規程
の一部改正 (案) 審議の件
財務部長から説明がなされ原案通り
承認された｡
第４号議案
平成22年度事業計画 (案) 審議の件
松岡会長から平成22年度事業方針大
綱の説明があり､ 時間の都合上途中で
中断し１日目が終了した｡
午後５時から土地家屋調査士制度制
定60周年の記念講演会が開催され ｢表
示登記の現状と土地家屋調査士への期
待｣ というタイトルで､ 原優法務省民
事局長の記念講演があり､ その後午後
６時から懇親会が開催された｡

２日目は第４号議案の途中から再開され､
担当理事から説明があり原案通り承認され
た｡
第５号議案
(イ) 平成22年度一般会計収入支出予算

(案) 審議の件
(ロ) 平成22年度特別会計収入支出予算

(案) 審議の件
財務部長から説明がなされ原案
通り承認された｡

午前11時30分に議事全てを終了し､ 志野
副会長の閉会の辞で総会が終了した｡
午後１時から法務大臣表彰の授与と感謝
状の贈呈があり､ 午後２時から土地家屋調
査士制度制定60周年の記念式典が行われた｡

―��―
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平成22年６月６日 (日) 午後２時からロ

ワジールホテル那覇において平成22年度九

州ブロック協議会定時総会が開催されまし

た｡

第１日目の定時総会は､ 午後２時から沖

縄会 新垣武史総務部長 (当番会) の司会

進行により､ 九州ブロック協議会 中村邦

夫副会長 (福岡会) の開会の言葉で始まっ

た｡ 沖縄会 仲宗根善浩副会長の先導で､

福岡法務局長 寺島健様をはじめ来賓の方々

が入場された｡ 連合会からは､ 大星正嗣副

会長ほか来賓として出席された｡

当番会である沖縄会 宮城朝光会長の歓

迎の挨拶､ 九州ブロック協議会 西龍一郎

会長の挨拶の後､

寺島 健 福岡法務局長

永井 行雄 那覇地方法務局長

玉城デニー 衆議院議員

仲田 文昭 沖縄県知事代理 土木建

築部長

神谷 博之 那覇市長代理 副市長

大星 正嗣 日本土地家屋調査士会連

合会 副会長

の来賓から祝辞があったのち､ 沖縄会 仲

宗根善浩副会長の先導で来賓が退席され､

休憩後､ 関東ブロック・中部ブロック・西

日本各ブロック (近畿ブロック・中国ブロッ

ク・四国ブロック) 協議会会長挨拶に続き､

桐栄サービスの取扱う保険についての説明

があり､ その後日調連大星正嗣副会長から

連合会の現状と会務報告のさわりの部分が

なされ１日目を終了した｡

夜には懇親会が催され､ 福岡法務局長

寺島健様､ 同首席登記官 安田錦治郎様､

那覇地方法務局長 永井行雄様ほか２名の

方々も出席された｡

第２日目は午前９時から､ 沖縄会 宮城

朝光会長を議長に選出し､ 執行部からの会

務報告の後､ 下記議案を審議した｡

・第１号議案 平成21年度決算報告 (監

査報告) 並びに剰余金処

分案承認の件

・第２号議案 平成22年度事業計画案審

議の件

―��―
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・第３号議案 平成22年度予算案審議の

件

第１号議案､ 第２号議案､ 第３号議

案は原案の通り承認された｡

・第４号議案 次期当番会決定の件

熊本会に決定｡

・第５号議案 九州ブロック協議会役員

選任の件

以上全ての議案審議の後､ 日調連 大星

正嗣副会長から10月３日 (日) 東京日比谷

公会堂で開催の制度60周年記念事業の概要

説明がなされた｡ 九州ブロックには50名の

参加要請がなされた｡

続いて､ 九州ブロック 西龍一郎会長よ

り下記の提案がなされた｡

① ｢九州ブロック協議会定時総会を､ 連

合会総会の後に開催したい｣

理由は､ 連合会の事業決定後に九Ｂ

としての対応が図れる｡ そこで､ 各単

位会で協議して下さい｡

② ｢九州ブロック協議会定時総会の出席

義務者＝構成員の人数を検討したい｣

理由は､ 構成員数が来賓数に対し若干

多いだけで貧弱である｡

大星副会長から中部ブロックの状況

として ｢イ. 単位会の常任理事以上が

参加している｡ ロ. 当番会は一般会員

も傍聴席で参加している｡ ハ. 担当者

会同は別日程で開催している｣ と説明

があった｡

③ ｢８月１日に広報部担当者会同の開催｣

次に､ 九州ブロック協議会選出の日調連

役員である中村邦夫理事から ｢ＣＰＤポイ

ントの公開は､ 同意した会員のみ公開する｣

｢Ｅライン電子媒体を使用した研修会の検

討をする｣ 児玉勝平業務部理事から ｢３年

毎の業務実態調査を行うので協力のお願い｣

過去の例では回答率が30％と低迷しており､

今回は50％を目標にしているとのことであっ

た｡ 他に ｢93条調査報告書の改定を検討し

ている｣ ｢オンライン申請はシステムが変

更され､ ２月14日に運用開始予定である｣

等の説明があった｡

以上全ての予定を終了し､ 沖縄会 仲宗

根善浩副会長の閉会の言葉で閉会した｡

―��―

役 職 所属会 氏 名

会 長 熊本会 西 龍一郎

副 会 長 福岡会 中村 邦夫

副 会 長 沖縄会 宮城 朝光 新任

監 事 長崎会 針本 久則 新任
本来なら次期当番会の熊本会から
選出するが､ 会長事務局長が熊本
会所属なので次次回当番会の長崎
会からの選出となった

事務局長 熊本会 吉田 末春



ここ数年の恒例になっている長崎県土地

家屋調査士会総会が終わった後での定時大

会開催も､ 今回を最後にしないといけない

現実があります｡ というのも､ 元々､ 政治

連盟の定時大会は､ 毎年１月１日から当年

の12月31日までを１年度とし､ ３月末まで

に県の選挙管理委員会への報告があります｡

又､ 毎年３月に開催される全調政連大会を

持って総括を行うものであります｡ ここ数

年は会員皆様の出席状況が悪いため､ 順不

同の形で本会総会といわばセットとして開

催されていましたが､ 来年からは本来のス

ケジュールに乗って行う事になりました｡

むしろ今までが異例の定時大会開催であっ

たわけです｡

政治連盟の活動は､ 定時大会でも報告ご

承認をいただきました通り､ 土地家屋調査

士制度発展の為､ 又､ 公嘱協会の業務発展

の為に､ 関連のある県議会議員又市議会議

員へのご協力とご理解を得ることなどを主

な活動内容としています｡ そのため､ 選挙

があるとその選挙への対応を強いられるわ

けですが､ 昨年８月は政権交代の衆議院議

員選挙が行われ､ 今年は２月に長崎県知事

選挙､ そして３年に一度の参議院議員選挙

が６月におこなわれました｡ とても忙しい

年でした｡ 定時大会でもご報告申し上げた

通り､ 各役員手弁当での活動を強いられま

した｡ 特に寺岡会長に至っては､ それこそ

昼に夜に自分の仕事はさておき､ 東奔西走

していた姿は傍から見て､ 体調は大丈夫だ

ろうかと思えるほどでした｡

定時大会の会長挨拶の中で､ 厳しい経済

状況の中､ 我々調査士にとって今後の光と

も思える方向性が見えてきつつあるとの内

容を話されました｡ このチャンスを生かす

も殺すも我々調査士が一枚岩になり又一丸

となって､ 対応する事だと痛感いたします｡

又､ 来賓としてご出席いただきました本会

相沢会長様からも､ 現在長崎県から発注が

あった未登記物件の処理についても ｢当政

治連盟の存在がなければなしえなかった｣

とのお褒めの言葉をいただきました事は､

一般の会員様が周知できない内容の一幕を

ご紹介いただいたと思います｡

課題として､ ｢活動費をどう調達するか｣

がありますが､ 今後会員の皆様のお力添え

をいただきながら考えて行きたい所存でご

ざいます｡

来年からは､ ３月の定時大会となります

が､ 益々のご協力を賜ります事をお願いし

てご報告に変えたいと存じます｡

―��―
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平成22年７月14日 (水) 隣接の佐賀県会

からの参加者を含め､ 多数の会員の出席の

もと､ 大村市の長崎県建設技術研究センター

(ＮＥＲＣ) において本年度第１回研修会

が開催されました｡

今回の研修会では二つの新しい試みをい

たしました｡

その一つは､ これまで週末に研修会を開

催していましたが､ 今年から当会場が平日

にしか使えなくなった関係で､ 平日しかも

週の中間の水曜日の開催といたしました｡

二つめの試みは､ 隣接専門職として日常

業務では関係がありながら､ これまで講義

をお願いしたことがなかった税理士会､ 宅

地建物取引業協会から講師をお迎えしたこ

とです｡

今回の研修テーマ及び講師の先生方は次

のとおりです｡

１. ｢法務局土地建物実地調査要領の改正

について｣

長崎地方法務局 総括表示登記専門官

古川英敏

２. ｢オンライン登記申請の実務について｣

業務部 佐藤義徳､ 前川賢一

３. ｢土地境界に関する法律問題｣

長崎県弁護士会 森本精一

４. ｢不動産業界の概況と最新動向及び将

来像｣

長崎県宅地建物取引業協会 中瀬和隆

５. ｢土地家屋調査士業務に関わる税法に

ついて｣

九州北部税理士会 法村幸治

講義の内容は概ね次のようなものでした｡

１. 法務局土地建物実地調査要領の改正に

ついて

要領第３条 (実地調査の要否等の判断)

の改正等により､ 実地調査の機会が増え

るものと考えられます｡ 特に地積更正に

ついては原則として全て実地調査の対象

となりそうです｡

その他の主な内容は次のようなもので

した｡

・土地の表示に関する登記事務処理の留

意点について

・地図情報システムについて

・各種図面登録について

・和紙公図整備作業について

・筆界特定事件について

・商業・法人登記の集中化について

―��―
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２. オンライン登記申請の実務について

①オンライン登記申請をする前に準備す

るもの

事前に準備すべき事柄に関して丁寧

な説明がなされました｡ 今後表示登記

に関するオンライン登記申請の件数が

増加することが期待されます｡

②オンライン登記申請実証実験

業務部の佐藤部員が実際にオンライ

ン登記申請の準備作業をした経験の報

告がなされました｡ あまりパソコンに

詳しいとも思えない佐藤部員の報告だ

けに共感を持たれた会員の方も多かっ

たのではないでしょうか｡

３. 土地境界に関する法律問題

講師を務めていただいた森本先生は､

本会の研修会では初めての講義でしたが､

弁護士会の委員としてADRセンターの

立ち上げに尽力していただき､ 現在もセ

ンターの運営委員をしていただいており､

境界問題にも詳しい先生です｡

主な内容は次のものでした｡

・裁判の形態

・境界はどこかの調査

・合意ができた場合の書面化

・時効

所有権界､ 境界等我々になじみの深い

用語も､ 法律の専門家から語られると認

識を新たにすべきと考えさせられました｡

質疑応答の時間では､ かなり厳しい質

問が出されました｡

４. 不動産業界の概況と最新動向及び将来

像

主な内容は次のものでした｡

・不動産業の分類と業務内容について

・不動産業界の市場規模について

・不動産業に関わる法律について

・不動産業界の主な業界団体について

・不動産流通の仕組みについて

・長崎県宅地建物取引業協会の組織と

業務について

・宅地建物取引主任者の業務と責務に

ついて

・最新動向と及び将来像

不動産業全体の売上高は全産業の売上

の２％だそうで､ 関連の建設業と合わせ

ると11％と巨大な市場規とのことです｡

知っているようで知らない不動産業界の

内容は興味深いものでした｡

５. 土地家屋調査士業務に関わる税法につ

いて

｢暮らしの税情報｣ という国税庁発行

のパンフレットを基に､ 土地家屋調査士

に関連がありそうな税法について説明を

していただきました｡ ｢細かい数字は覚

えなくてもこのパンフレットを見れば解

る｣ と説明されました｡ 税金のことは苦

手との感じは否めませんが､ 少しは身近

に感じることができました｡

最後になりましたが講師の先生方には有

意義な講義を有り難うございました｡

そして研修会に出席していただきました

会員の皆様､ お疲れ様でした｡
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日 時 平成22年７月２日 (金)

午後１時～午後２時45分

場 所 長崎県勤労福祉会館 ２階小会議

室Ａ

出席者 相沢治典会長､ 針本久則副会長､

池田悦郎副会長､ 平澤勝昭副会長､

高橋修治常任理事､ 平田利之常任

理事､ 野田俊治理事､ 吉田隆正理

事､ 大久保昌幸理事､ 川尻修治理

事､ 前田利孝理事､ 山口賢一理事､

林茂理事､ 久保泰正監事 (代表)

欠席者 坪井邦幸常任理事､ 八重島弘理事

���� 平成22年度九州ブロック協議会

定時総会､ 日調連定時総会の報

告について

� �

１. 平成22年度 各部事業計画の執行に

ついて

２. 日本土地家屋調査士会連合会 大規

模災害基金の募金の対応について

３. その他

司会 (針本久則副会長) より､ 綱紀粛正

に鑑み山口賢一理事の音頭で､ 土地家屋調

査士倫理綱領の唱和を行い会議がスタート

した｡

司会は､ 相沢会長の挨拶とその後の議事

進行をお願いした｡

相沢治典会長挨拶 (骨子)

・総会は各理事協力の基､ 無事全議案承

認された｡

・その後九州ブロック協議会､ 日調連総

会に参加した｡ 詳細な報告は後程担当

副会長より報告がされるのでそれをご

確認いただきたい｡

・午前中開催された第１回法務局事務打

合せ会の概要説明がなされた｡

議長：会則第35条第２項により相沢治典会

長が議長を務める｡

議長より､ 質問する場合名前を名乗り､

マイクを使用して発言していただきたい旨

のお願いがなされた｡

議事録署名人：野田俊治理事

前田利孝理事

議事録作成人委嘱：錦戸和久事務局長

議長は､ 平成22年度九州ブロック協会定

時総会､ 日調連定時総会の報告について担

当副会長に報告を求めた｡

池田悦郎副会長より､ 下記の平成22年度

九州ブロック協議会定時総会報告書 (別ペー

ジ掲載の為省略) に基づき報告がなされた｡

次に針本久則副会長より､ 下記資料より
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平成22年度日調連定時総会報告書 (別ペー

ジ掲載の為省略) に基づき報告がなされた｡

議長は､ 上記報告について意見を求めた

が､ 特になく次の議題に進んだ｡

議長は､ 議題１について各部長に説明を

求めた｡

� �

１. 平成22年度 各部事業計画の執行に

ついて

高橋総務部長は､ 明日部会を開催するの

で､ 今日は総会の要望事項を説明する｡

≪補足説明≫

���

１. オンライン登記申請制度への対応

２. 土地家屋調査士倫理規程への対応

≪本会としては反対で臨んだが､ 日

調連総会において会則位置付けが決議

された｡ ≫

３. 会則､ 諸規程の整備､ 検討

４. 政治連盟への対応

５. その他

【総会時要望事項】

１. 事業計画の具体化した内容を明記し

ていただきたい｡

２. 会則職印規程の条文見直しを検討し

ていただきたい｡

３. 総会葉書委任状欄の職印要否につい

て検討していただきたい｡

池田副会長より､ 八重島理事とは未打

合せである｡ また､ その他の議案で財務部

の部員１名増員について諮っていただきた

い｡

���

１. 財務改革の検討

２. 土地家屋調査士国民年金基金及び日

本土地家屋調査士会連合会共済会の取

り扱う各種保険の斡旋

≪支部長会議より要望があった､ 土地

家屋調査士国民年金基金等の研修会を､

７月30日に諫早支部で企画されたので､

全会員に案内をする｡ 総会において科

目等の見直し要望があったので部会で

検討を行う｡ ≫

平田業務部長より､ ６月21日の業務部会

を実施し､ その内容について説明を行った｡

���

１. ｢調査・測量実施要領｣ の研究

≪土地編・建物編にそれぞれ担当を

１名設定し､ 業務の問題点等を洗い直

しする｡ 93条調査報告書が改定された

場合研修会を行う｡ オンライン登記申

請に関する研修を総務部と連携して実

施する｡ ≫

―��―



２. 地図対策室の設置及び事業推進

≪室員を長崎２名､ 諫早１名､ 島原

１名､ 佐世保１名人選しているので､

後程の議案で諮る｡ 相沢会長より設置

する理由・目的等について概要の補足

説明がなされた｡ ≫

３. 筆界特定制度に関する調査及び研究

４. 境界鑑定委員会の事業推進

≪第２回研修会において､ 鑑定講座

の内容を実施する｡ ≫

５. 公嘱協会との連携の充実

≪第３回嘱託職員事務連絡研修会に

向けて連携を図る｡ ≫

山口賢一研修部理事より､ 下記資料に基

づき説明がなされた｡
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１. 研修会の実施

≪今年度も３回実施する｡ (①７月

14日 (水)､ ②11月６日 (土)､ ③１月

26日 (水)｡ 今年度４年毎に開催して

いる新人研修会を企画している｡ ＡＤ

Ｒ研修は､ 佐賀会との合同を計画して

いる｡ ≫

２. 日調連､ 他県会､ 他団体主催の研修

会の案内と参加支援

≪例年どおり対応予定である｡ ≫

３. ＡＤＲ特別研修への対応

≪例年どおり対応予定である｡ ≫

４. 九州ブロック協議会への対応

≪10月16日～17日担当者会同に参加

予定である｡ 九州ブロック協議会の測

量技術研修に対応する｡ 23年２月５日

～７日九州ブロック協議会新人研修会

にも対応する｡

５. ＣＰＤ制度への対応

≪今年度もポイント管理は実施する｡

連合会は公開しない方針だが､ 当会と

してどのように対応するか広報部とも

連携して検討する｡ ≫

平澤副会長より､ 下記の資料に基づき説

明がなされた｡
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１. 会報 ｢ながさき｣ 第66号の発行

≪９月発行に向けて準備を進めてい

る｡ ７月８日の部会で詳細は詰める｡≫

２. ホームページの利活用

≪10年ぶりのリニューアルに向けて

システムの変更を進めている｡ 随時更

新できるよう計画している｡ ≫

３. 啓蒙活動

１) 各支部の無料相談会､ 行政庁の主

管する市民相談への支援

２) 各支部の出前授業への支援

３) カレンダーの作成協力
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４) 土地家屋調査士60周年記念テレビ

ドラマ化事業への協力

５) 新聞､ ラジオ等ＣＭ検討

≪費用対効果を勘案して検討する｡ ≫

≪相沢会長より､ 60周年記念事業について

日調連､ 福岡会等の取組みが紹介された｡ ≫

� �

２. 日本土地家屋調査士会連合会 大規

模災害基金の募金対応について

議長は､ 池田悦郎財務担当副会長に議題

２について説明を求めた｡

池田悦郎財務担当副会長より､ 別紙資料

(省略) に基づき説明を行った｡

議長より上記議案について､ 意見を求め

たが特になく､ 決議をとり全員賛成で承認

された｡

� �

３. その他

議長は､ 先程の地図対策室 室員及び財

務部員１名増員について諮り､ 全員賛成で

承認された｡

議長は､ その他議案等ないか尋ねた｡

【報告】吉田理事より､ 今年度五島地区の

未登記事件概要が説明された｡

【報告】林理事より､ 島原市の地籍調査事

業の受注内容が説明された｡

【意見】研修会実施日について､ 日常業務

に鑑み､ 各担当と十分打合せを実

施していただきたい｡

【回答】土曜日は､ 立会業務が多くあるの

で､ 平日に実施していただきたい

との意見もあった｡

また､ 長崎県建設技術研究セン

タ－：通称 (ナーク) より土曜等

は使用ができなくなったこともあ

る｡ 今年度の研修会は､ 開催地区

も大村市と長崎市それぞれ実施し､

曜日も平日と土曜日を組み合わせ

支部及び会員の配慮をしている｡

次に議長は､ 本日参加の代表監事に総評

をお願いした｡

代表監事より､ 下記の３点についてご指

摘をいただいた｡

①年間行事予定の本会､ 支部､ 公嘱

協会､ 政治連盟等共有していただ

きたい｡

②日調連大規模災害基金の積立及び

支出状況が判る資料を添付してい

ただきたい｡

③ＡＤＲセンターの事業計画を追加

していただきたい｡

議長は､ その他議案がないか尋ねたが､

特になく本日の理事会を終了した｡
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【新人研修会】

日 時：平成22年10月22日 (金) ～10月23日 (土)

場 所：国立諫早青少年自然の家

研修内容：基準点測量実務他

該 当 者：前回の新人研修会 (平成18年10月) 以降に入会した会員及び前回受講できな

かった会員

【第２回研修会】

日 時：平成22年11月20日 (土) 10：00～16：30

場 所：長崎県勤労福祉会館 ２階 講堂

研修内容：１. 筆界特定制度に関する留意点 (仮題) …大久保業務部次長

２. 制度改革の件…連合会 瀬口専務理事

３. 筆界認定の為の公図の読み方…都城公証役場 公証人 新井克己 氏
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【新オンラインシステムの運用】

平成23年２月14日 (月) より現行オンラインシステムに代わる新オンラインシステムの

運用が予定されています｡ 詳しくは本会ホームページをご覧の上､ このシステム切替えに

伴う一定のご協力をお願い致します｡

【商業・法人登記事務取扱いについて】

商業・法人登記事務が長崎県地方法務局 (本局) にて取り扱われる事となります｡

諫早支局､ 佐世保支局は平成22年10月12日 (火) より､ 島原支局・壱岐支局は平成22年

度中が予定されております｡ 詳しくは本会ホームページをご覧下さい｡
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【全国一斉無料相談会実施予定】

大 村 支 部 10月９日 (土) 午前10時～16時 大村市民会館３階

諫 早 支 部 10月２日 (土) 午前10時～15時 市民センター､ 西諫早公民館

佐世保支部 10月９日 (土) 午前10時～16時 アルカス佐世保２階 ｢スピカ｣

平 戸 支 部 10月９日 (土) 午前10時～15時 平戸市観光協会レストハウス会議室

五 島 支 部 10月９日 (土) 午前10時～16時 五島市勤労福祉センター

対 馬 支 部 10月９日 (土) 午前10時～16時 会場は検討中
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諫早支部
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平成21年９月１日付入会

私は､ 以前測量会社に勤

めている時､ 会社の先輩から土地家屋調査士

という資格の話を聞き興味を持ち始めました｡

ちょうどそのような事を思っているとき､

運良く調査士事務所で補助者として勤めて

いる友人から ｢一緒に頑張ってみないか｣

と誘いを受け､ 同事務所においてお世話に

なることとなりました｡

当初は､ ｢境界｣ に対する意識が測量会

社と土地家屋調査士ではかなりの食い違い

があり､ 度々注意を受けておりました｡

また､ 職印を押印するに当たっての責任

の重要性あるいは､ 相談者の相談事項に対

する理解への執着など､ 土地家屋調査士と

しての数多くの心構えを学ばせて頂きました｡

平成20年12月､ 運良く資格を取得するこ

とができ､ 長年勤めた事務所を退社するこ

ととなりました｡

調査士の先生又､ 補助者の皆さんに長い

間お世話になり大変感謝いたしております｡

昨年９月１日より調査士会に入会させて

いただき､ 開業することとなったのですが､

補助者時代は調査士の先生の下ということ

もあり簡単に考えていたことが､ いざ自分

がとなると相談者への信頼の確保又は､ ス

ムーズな業務遂行などさまざまな問題への

対応の難しさを痛感致しております｡

今後日々精進し､ 一日も早く一人前の調

査士となれるよう努力して行く所存で御座い

ますので､ 御指導よろしくお願いいたします｡

―��―
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大村支部
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平成22年４月12日付入会

初めまして｡ 今年入会

した､ 大村支部の秋寄喜多郎です｡

入会して間もない私ですが､ これまでと

は違う責任やプレッシャーを感じつつ仕事

をしています｡ というのは､ 私は今までに

私一人の責任において仕事をやり遂げた経

験がないからです｡ 私は広島で補助者とし

て働き､ 図面・公文書など今と同じような

ものを作成してきましたが､ 事務所の先輩

や調査士先生の厳しいチェックの後､ 公の

ものとなっていました｡ 今にして思えば､

一枚の図面・公文書を作成する気迫が足ら

なかったなと痛感しています｡ 責任の伴わ

ない仕事は無いですが､ 何かと責任がつい

てまわる職業だなと感じています｡

そんな事を考えつつも､ 根が楽天的な私｡

これから踏ん張っていこうと気持ちを奮い

たたせ､ 日々業務に励みます｡

皆様､ よろしくお願いします｡



―��―

長崎支部

� � � �

平成21年12月10日付入会

私は､ 調査士になる以

前､ 東京で会社員をしていました｡ しかし､

長崎育ちの私は､ どうしても都会の殺伐と

した空間を受け入れられずにいました｡ 一

方仕事では､ 経験を積み､ 業務の企画・提

案から財務管理に至るまでを担当していく

中で､ 経営に興味が湧いていました｡ この

ような背景にタイミングも重なり､ 自分の

努力が報酬に直結する独立開業の道を目指

そうと決意し退社しました｡

退社後は､ 諸先輩の助言もあり､ 福岡で

補助者を経験しながら､ 調査士業をゼロか

ら学びました｡ おかげ様で試験に合格する

ことができ､ 地元の本会へ入会､ 晴れて調

査士として歩み始めました｡

しかしながら､ 業務遂行において､ 調査

士としての役割を果たせるのかと不安ばか

りです｡ さらに代理人として､ 一時的でも

依頼人の財産を預かることとなる調査士は､

依頼人との十分なコミュニケーションや信

頼関係も不可欠と考えます｡

そこで､ 自己研鑚に励むこと､ また業務

の基本である�本人確認�､�説明責任�､

�意思確認�の３原則をしっかり果たすこ

とを肝に銘じながら､ 業務を遂行していき

ます｡

最後に､ 諸先輩方がこれまで切磋琢磨し

ながら築き上げた土地家屋調査士及び本会

の名を汚さぬよう､ 日々精進してまいります

ので､ ご指導のほど宜しくお願い致します｡
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長崎支部
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平成21年11月20日付入会

私は今年で32歳になり

ます｡ 23歳の頃にこの業界を知り､ 某土地

家屋調査士事務所の先生の所でアルバイト

として雇って頂いたのがきっかけでした｡

一度､ 試験をうけてみようと思い､ 受験

しましたが建物の書式にたどり着く事すら

できず､ 惨敗しました｡

何度か試験を受けているうちに､ 徐々に

この業種で生きていこうと思うようになり､

勉強に励むようになりました｡ 途中､ 勉強

に専念する為に､ その当時雇って頂いてい

た事務所を辞めてまで勉強に集中しました

が､ 結果不合格となり悔しい思いもしまし

た｡

平成20年度の試験を受験最後の年と決め

て福岡へ移住し､ アルバイトしながら毎日

勉強しました｡ 大変つらい事もありました

が､ その悔しさをバネに無事合格する事が

出来ましたのも､ 以前の事務所の先生や周

りの方のあたたかいご支援があったからこ

そ今の自分があるものと思います｡

調査士会に入会して日も浅く､ まだまだ

未熟な私ですが､ 日々精進し誠実に業務を

行っていきます｡
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長崎支部
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平成22年１月20日付入会

私は､ 土地家屋調査士

事務所の補助者として平成13年から今年の

１月まで勤務しておりました｡ 入社当初は

｢測量の補助｣ ということで､ この仕事は

体力が要求される仕事だと思っており仕事

の本質と魅力を知り得ませんでした｡ しか

し実際にこの仕事に携わる中で測量は勿論

のこと法律や登記などの専門知識等､ 覚え

る事がたくさんあり日々勉強の毎日でした｡

そんな中､ 補助者として勤務するうちに

次第に自分も土地家屋調査士の資格を取得

したいという気持ちになり本格的に資格取

得のために勉強を始めました｡ 実際､ 勉強

を始めてからは毎日の仕事と勉強の両立が

なかなかできずに苦労しましたが､ お世話

になった事務所の方々､ 同時期に資格取得

を目指す仲間､ そして勉強を教え叱咤激励

して下さる先輩のおかげで今こうして土地

家屋調査士の資格を取得するに至りました｡

調査士会に入会してからは､ 自分で仕事

をすることに対して今までと違い責任の重

さを痛感しておりますが､ 今までお世話に

なった事務所の先生､ 先輩､ 共に勉強した

仲間そして家族などみんなに感謝の気持ち

を忘れず､ そして支えて頂いた方への為に

も期待に応えるべく一人前の調査士になれ

るよう努力していきたいと思います｡ まだ

まだ未熟者ではございますが､ １日でも早

く諸先輩方に近づけるよう頑張りたいと思っ

ております｡ 今後ともご指導ご鞭撻の程よ

ろしくお願い致します｡
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長崎支部
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平成22年２月１日付入会

私が､ この業界に飛び

込んだのは平成11年で､ その頃はまだ今よ

りも景気がよく､ 何とか土地家屋調査士の

資格を取りたいものだと思っていました｡

そして､ 年が経つ内に段々とこの業界も

厳しい状況になりそんな中､ 幸か不幸か､

昨年土地家屋調査士試験に合格しました｡

開業となると不安なこともありましたし､

現在でも正直不安なところはありますが､

色んな方の支えもあり ｢乗りかかった船だ､

とりあえず頑張ってみよう｣ と自分に言い

聞かせ､ 日々過ごしております｡

補助者時代に実務においてはある程度経

験を積んだつもりではいましたが､ いざ自

分の名前で仕事をするとなるとやはり､ ま

だまだ知識も経験も足りないところを感じ､

改めてこの仕事の奥深さを感じると共に､

常に努力をしていかなければならないと思

いました｡

乗りかかった船が泥船でないことを祈り

ながら､ 数年後には土地家屋調査士になっ

てよかったと思えるように､ 日々頑張って

いきますので､ 会の皆様､ 今後とも宜しく

お願いします｡



平成22年６月19日 (土) 長崎県立鹿町工

業高等学校にて本格的な梅雨空のもと､ 今

年で10回目を迎える高校生ものづくりコン

テストに松本会員 (佐世保支部) が審査員

として､ 高橋会員 (佐世保支部) がサポー

トとして参加しました｡ このものづくりコ

ンテストとは､ 県内の工業高校生たちが技

術を競うコンテストとなっており､ 優勝校

は全国大会の切符を手にできる県予選会で

もあります｡ 機械系・電気系・化学系・建

設系で７つの競技が開催され､ 私はその中

の測量競技部門での審査員となります｡

長崎県内の工業高校で測量を学習してい

る学校は､ 大村工業､ 佐世保工業､ 鹿町工

業の三校で､ 各高校から３チームがエント

リーしていました｡ ちなみに１チームは３

名で構成されています｡ 決戦の場所は鹿町

工業高校の運動グラウンドです｡ 前日は雨

のため開催が心配されましたが､ グラウン

ドの整備と準備を野球部員がキビキビと行

なってくれていました｡

テントの場所がトラバース点の場所です｡

各チームが重ならないように黄・白・緑・

赤・青に各色分けされ､ 観測路線がずらさ

れて混乱しないようにされています｡

こちらは開会式の模様です｡ 担当校の校

長先生と教育委員会の方からの挨拶の後､

昨年の優勝校による優勝旗返還と､ 選手宣

誓が行なわれました｡

―��―
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佐世保支部 � � � �



昨年の優勝校は大村工業高校でした｡

鹿町工業高校の生徒による選手宣誓です｡

直前まで極度に緊張しているようでしたが､

本番はしっかりと宣誓していました｡

さて､ いよいよ外業の本番が始まります｡

第一組は５チームが一斉にスタートします｡

第２組が４チームです｡

各自スタート前に機器を点検しスタート

位置につきました｡

スタートの合図で一斉に始まりました｡

ＴＳを据付るもの､ 前視にミニプリズムを

据付けるもの､ 後視にミニプリズムを据付

るもの｡ ５点の閉合多角でその路線長は150

mです｡

距離と角度を復唱しながら手薄に書き込

んでいます｡ それぞれ１対回観測となって

います｡

20分以内に完了することが出来れば､ 満

点の20点なのですが､ 早いチームでは15分

くらいで完了し､ ほとんどのチームが20分

以内に観測を終了するという私たちでもな

かなか出来ないようなスピードでした｡

外業の競技終了後に､ もう一人の審査員

の方が下振りを使用した機器の整準を生徒

に教えているところです｡ 生徒の真剣な表

情がうかがえると思います｡

―��―



引き続いて内業です｡ 校舎内に移動して

競技再開です｡ こちらは９チーム全てが一

斉に行ないます｡ 外業で各チーム自らが取

得した観測データを計算します｡

審査項目は作業の時間､ 閉合差､ トラバー

ス計算の良否となります｡

フォーメーションを考えたのでしょう｡

20分以内で満点なのですが､ 早いチームは

なんと５分で内業を終えました｡ もちろん

全てのチームが20分以内に完了しました｡

三つの関数電卓を駆使して､ とにかくスピー

ド感がありました｡

結果､ 昨年に引き続き大村工業が優勝し､

全国大会出場の切符を手にしました｡

今回審査員のお話をいただいたのは､ 三

年前から出前授業を行なっている鹿町工業

高校で､ 土木技術科の担当をされている先

生からでした｡ こちらこそよろしくお願い

しますの二つ返事をさせて頂きました｡ 後

日､ 審査員としての公平性､ 公正性に欠け

てはいないかと少しだけ考えましたが､ 大

村工業は私の母校であり､ 先生は私の在学

中の先生､ 佐世保工業の先生は出前授業で

お世話になった先生であり､ 三校の先生は

よく存じ上げていたので問題は無かったか

と思います｡ 測量を通じて県内の学校と､

またそこに学ぶ生徒との出会いがあり､ 将

来の技術者を育てる場に僅かながらも携わ

れたことを幸せに感じることができた１日

でした｡

―��―
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氏 名 旧 事 務 所 新 事 務 所 移転年月日 所属支部

岩村 太基 長崎市上町�番��号 長崎市片淵�丁目��番�号 ������� 長崎支部

�����

氏 名 事 務 所 登録番号 登録年月日 生年月日 所属支部

前田 明俊 雲仙市吾妻町阿母名��	�番地 
�
 ����	��������
 諫早支部

森田 誠 諫早市多良見町化屋
��番地� 
�� ����	���������� 諫早支部

宮崎 豊 西彼杵郡長与町三根郷��番地� 
�	 ��������
��������� 長崎支部

清水 寛之 長崎市かき道�丁目�
番�号 
�
 ��������
����
��� 長崎支部

岩村 太基 長崎市上町�番��号 
�� �������
�������� 長崎支部

初柴 穣 長崎市畝刈町����番地��� 
�� ���������
���	 長崎支部

秋寄喜多郎 大村市東本町��－� 
�� ���������������� 大村支部

���	

氏 名 事 務 所 登録番号 退会年月日 生年月日 所属支部

川崎 芳夫 五島市幸町�番地�	 �
 ����	�������
��� 五島支部

伴 久夫 長崎市桜町�番�号 �
	 ����	��
������� 長崎支部

湊 俊郎 対馬市厳原町田渕���番地 ��� ��������
�������� 対馬支部

松尾 和俊 長崎市高浜町��
�番地 �

 ��������������� 長崎支部

田� 悦章 大村市東三城町��番地� ��� �������������
�
 大村支部

浦 憲治 佐世保市木場田町�
番��号 ��� ���������������
 佐世保支部

粒�喜代市 佐世保市須田尾町�	�番地� �	
 ��������������� 佐世保支部

澤田 光盛 長崎市魚の町�番��号 西九州ビル ��� ���������������� 長崎支部

山本 雅和 諫早市小川町���番地� �

 �������
��	�����
 諫早支部

横田 幸信 雲仙市愛野町甲�	��番地�� 
�� ��������������� 諫早支部
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年 月 日 会議名または行事名 出 席 者 場 所

平成��年４月３日 島原支部相談センター研修会 坪井常任理事､ 前田センター長 有家コレジヨホー
ル

平成��年４月��日 決算監査 相沢会長､ 池田悦郎副会長､ 松竹監事､ 内
野監事､ 久保監事 事務局

平成��年４月��日 第１回理事会 理事会構成員��名 長崎県建設総合
会館 会議室

平成��年４月��日 第１回正副会長会議 正副会長４名 事務局

平成��年５月��日 公嘱､ 測量協会事務打合せ会 相沢会長､ 大久保理事､ 前田利孝理事 公嘱協会事務局

平成��年５月��日 第１回常任理事会 常任理事会構成員７名､ 議長候補者２名､
司会者１名 事務局

平成��年５月��日 本会総会 相沢会長以下���名 ロワジールホテ
ル長崎

平成��年６月５日 第１回九州ブロック協議会会長会議 相沢会長 ロワジールホテ
ル沖縄

平成��年６月５日 九州ブロック協議会 ��年度定時総
会 相沢会長､ 針本､ 池田悦郎､ 平澤副会長 同上

平成��年６月６日 同上 相沢会長､ 針本､ 池田悦郎､ 平澤副会長 同上

平成��年６月��日 苦情相談委員会 針本副会長､ 高橋､ 平田常任理事 事務局

平成��年６月��日 第１回業務部､ 研修部合同部会 合同部会構成員９名 事務局

平成��年６月��日 日調連第��回定時総会 相沢会長､ 針本副会長 東京ドームホテ
ル

平成��年６月��日 同上 相沢会長､ 針本副会長 同上

平成��年７月２日 第１回法務局との事務打合せ会議 常任理事会構成員７名､ 大久保理事､ 前田
利孝理事 事務局

平成��年７月２日 第２回常任理事会 常任理事会構成員７名､ 大久保理事､ 前田
利孝理事 事務局

平成��年７月２日 第２回理事会 理事会構成員��名 長崎県勤労福祉
会館 会議室

平成��年７月３日 第１回総務部会 総務部会構成員５名 事務局

平成��年７月６日 第１回地図対策室会議 地図対策室構成員５名 事務局

平成��年７月８日 第１回広報部会 広報部会構成員５名 事務局

平成��年７月��日 第１回全体研修会 相沢会長以下���名 長崎県建設技術
研究センタ－

平成��年７月��日 第１回境界鑑定委員会 境界鑑定委員会構成員６名 事務局

平成��年７月��日 高木氏褒章祝賀会 相沢会長 熊本ホテルキャ
スル

平成��年７月��日 第２回九州ブロック協議会会長会議 相沢会長 熊本ホテルキャ
スル

平成��年８月１日 九州ブロック協議会広報担当者会 林茂広報部理事 福岡市 中村学
園大学

平成��年８月３日 筆界特定制度に関する指導者養成研
修会 大久保理事､ 細貝竜一委員 東京都 土地家

屋調査士会館

平成��年８月４日 同上 同上 同上

平成��年８月��日 第２回業務部､ 研修部合同部会 合同部会構成員８名 事務局

平成��年８月��日 第１回正副会長会議 正副会長４名 事務局

平成��年８月��日 第２回境界鑑定委員会 境界鑑定委員会構成員６名 事務局

平成��年８月��日 長崎県公嘱協会第��回定時総会 相沢会長 ホテルセントヒ
ル長崎

自 平成��年４月１日
至 平成��年８月��日



饒
にぎ

速
はや

日
ひの

尊
みこと

(以下､ ニギハヤヒ尊と書く)

は､ 紀元３世紀後半の北部九州､ 邪
や

馬
ま

台
と

国

の皇族の一人です｡ み天
あま

照
てらす

大
おお

神
かみ

(卑
ひ

弥
み

呼
こ

)

の孫であり､ 父は天
あま

忍
おし

穂
ほ

耳
みみ

尊 (卑弥呼の長

男)､ 母は丹
に

沓
くつ

姫と考えられます｡

紀元240年ごろ北部九州の遠賀郡､ 岡

(岡垣町) に誕生したニギハヤヒ尊は､ そ

の地の領主であった父・天忍穂耳尊の命令

により､ 幼くして臣下の布
ふ

津
つ

族 (物部氏)

のもとへ頭領として出されます｡ いわゆる､

布津の御
み

魂
たま

(布津族の偉大な司令官) とな

るのです｡

そもそも話は遡りますが､ 紀元201年ご

ろ韓半島・大伽耶 (高霊) から､ この倭

(日本) 列島・筑紫島に南下・進出してき

たイザナギ尊は､ 北部九州に邪馬台国を創

り､ その後は紀元220年ごろ軍勢を率いて

軍船で瀬戸内海を東上､ 淡路島､ 伊予二名

島､ 吉備児島らを占領します｡ そして､ 最

後は河内 (大阪府) から大和川を遡り大和

国 (奈良県) 山
やま

辺
のべ

県
あがた

まで占領し､ この地

に自分の子の一人・天
あまの

活
いく

玉
たま

命
みこと

を置くので

す｡

しかるに紀元270年ごろ出雲から進出し

てきたスサノオの長男・事
こと

代
しろ

主
ぬし

命が､ 大和

を占領し､ 天活玉命を追い出してしまいま

す｡ 天活玉命からの救援要請を受けた北部

九州､ 邪馬台国の２代目女王・壱
と

与
よ

は､ そ

の武将の一人であるニギハヤヒ尊に､ 軍勢

を率いて軍船で瀬戸内海を東上､ 大和に進

軍することを命じます｡

紀元275年ごろ､ ニギハヤヒ尊は邪馬台

国の32将および物部軍を率いて､ 東上の途

につきます｡ 多分にそれは軍船100隻､ 軍

勢3000余を率いていたと推定されます｡

ニギハヤヒ尊は伊予 (愛媛県) を占領､

越智郡に永納山神護石・山城 (古代朝鮮式

山城) を築きます｡ また､ 讃岐 (香川県)

も占領､ こちらにも坂出に城山神護石・山

城を築きます｡

ちなみにニギハヤヒ尊が瀬戸内海の東上

の途中､ その各地の豪族にばら撒いたもの

が､ 広型 (平型) 銅剣です｡ その配布の情

況を､ 参考までに別表に図示します｡

こうして河内､ 和泉､ 摂津 (以上､ 大阪

府)､ 山城 (京都府)､ 紀伊 (和歌山県) な

どを平定したニギハヤヒ尊は､ その当初の

目的地であります大和へ､ 生駒山の磐
いわ

船
ふね

街

道を越えて進軍します｡ 大和では､ その地

の領主・事代主命が､ その子の天
あまつ

事
こと

代
しろ

奇
くし

入
いり

彦
ひこ

､ 味
あじ

耜
すき

高
たか

彦
ひこ

根
ね

(長
なが

髄
すね

彦
ひこ

)､ 加
か

夜
や

奈
な

留
る

美
み

(伽耶の王女という意味) らと共に迎撃し

ます｡

その戦いは､ 大和北部・登美郷の地で戦
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われたと思われます｡ 鉄製の剣・矛・弋を

完備したニギハヤヒ尊の軍隊は､ 事代主命

の銅製の剣・矛・弋を装備する大和軍を撃

ち破ります｡ いわゆるニギハヤヒ尊の勝利

です｡

ニギハヤヒ尊は､ 事代主命父子の降伏の

申し入れを受諾し､ 彼ら３人を自分の重臣

にします｡ それどころか､ 加夜奈留美は三
み

炊
かし

屋
や

媛と名を変えさせて自分の大和での王

后にするのです｡

ニギハヤヒ尊は､ 大和の三輪山に神護石・

山城を築き､ その地を王城として､ 大和に

君臨します｡ そして､ 大型の近畿式銅鐸を

大量に作り､ 近畿地方の縄文人・弥生人に

配布し､ 支配下におくのです｡

そして､ ニギハヤヒ尊と三炊屋媛との間

には､ 愛息のウマシマチ命 (美しい王子と

いう意味) が誕生します｡ ここに､ 大和で

最初の王朝､ ニギハヤヒ尊の王朝が誕生す

るのです｡
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長崎県佐世保市稲荷町５番25号
TEL (0956) 33－5699
ホームページ http://www.kamio-m.com/

地図７ 広形 (平形) 銅剣の出土地点の分布



今年の夏は例年と違って､ 猛暑日が続き

熱中症になり死亡するという痛ましいニュー

スが流れました｡

我々の仕事 (外業) も､ 炎天下での仕事

なので健康には十分気をつけてもらいたい

ものです｡

さて､ 先の参議院選挙において民主党が

大惨敗してしまい､ ｢ねじれ国会｣ の状態

となってしまいました｡

どうしても我々の生活も政治に左右され

ます｡ 先が不安な状態では､ 日々の仕事も

手につきません｡ 早く安定した生活になっ

てもらいたいと願うばかりです｡

今回原稿を頂いた方には､ ご迷惑をお掛

けしてしまい大変申し訳ありませんでした｡

まだまだ暑い日が続きますが､ 体には気を

つけて頑張りましょう｡
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〒171̶8516  東京都豊島区南長崎３丁目16番６号
営業部  TEL（03）3953̶5642  FAX（03）3953̶2061 検 索日本加除出版

詳しい情報は当社ホームページで！
http://www.kajo.co.jp/

境界に関する理論書の決定版。

●境界問題について、体系的・網羅的に扱う唯一の書籍
これまであまり試みられたことのない、各種境界実務の横断的な把握と検討を実施。
土地境界の現地調査についてのみでなく、境界の生成過程、境界を紡いだ成果として作成される地図や図
面などの精度、筆界特定制度や境界に関する裁判や協議など多くの事項について、それぞれの法律問題に
立脚して言及。

境界の理論と実務

A5判上製　608頁　定価5,985円（税込）  平成21年4月刊　ISBN978-4-8178-3815-5

寳金 敏明 著

七戸 克彦 著

中村 隆・中込 敏久 監修　荒堀 稔穂 編集代表

Ｑ＆Ａ形式で実務を網羅。登記実務のエキスパートが解説。
●多種多様な土地・建物の登記につ
いて具体的に解説
現場での疑問・実例が満載。根拠条文・
先例・判例と関連付け、具体的に解
答を提示。

●不動産登記法の改正に完全対応
前版の内容を全面的に見直し、新規
設問を追加。

●充実した索引で実務に最適
事項索引、法令・先例・判例索引を収録。

●月刊「土地家屋調査士」に全８回にわたって連載された「土地家屋調査士のための法律学」を大幅加筆・修正。
●選りすぐりの論稿を、精緻な調査研究のもと、より詳細な解説を施し、分かりやすい文章で再構築。
　土地家屋調査士制度の成り立ちから発展へ向かう歴史を詳述。

A5判　400頁　定価3,570円（税込）　平成22年4月刊　ISBN978-4-8178-3866-7

表示に関する
登記の実務

第1巻　登記手続総論・土地の
表題登記・分筆の登記

A5判　560頁　定価4,935円（税込）
平成19年1月刊
ISBN978-4-8178-3756-1

第2巻　合筆登記・地積更正・
地目変更・地図訂正

A5判　562頁　定価5,040円（税込） 
平成19年5月刊
ISBN978-4-8178-3769-1

第3巻　地積測量図・土地の滅
失の登記・特殊登記

A5判　500頁　定価4,725円（税込） 
平成19年11月刊
ISBN978-4-8178-3787-5

第4巻　建物の表題登記・
　　　  建物の増築の登記
A5判　504頁　定価4,725円（税込）
平成20年5月刊
ISBN978-4-8178-3795-0

第5巻　建物の合体・合併・分割の登
記、区分建物の登記、建物の
滅失の登記、建物図面関係

A5判　640頁　定価5,775円（税込）
平成20年12月刊
ISBN978-4-8178-3802-5

特別編　筆界特定制度
　　　　一問一答と事例解説

筆界特定実務研究会 編著
A5判　672頁　定価5,880円（税込）
平成20年1月刊
ISBN978-4-8178-3778-3

全５巻
＋

特別編

新版Ｑ＆Ａ

土地家屋調査士講義ノート
土地家屋調査士制度の成り立ち～発展～現在を詳述。

國見 利夫 著

今後の地籍調査の基盤になる『準則』の大改正！携わる者の必需書籍！

A5判　304頁（予定）　定価2,940円（税込）　平成22年9月刊（予定）　ISBN978-4-8178-3879-7

平成22年改正「準則」準拠

地 籍 測 量
最
新
刊
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［ 販売店 ］
［ 開発元 ］

九州精密　株式会社
〒851-2121　長崎県西彼杵郡長与町岡郷498　　　
TEL：０９５－８４０－５２８２　FAX：０９５－８８７－０２８２
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